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　これまで町内には、舞台演出を

意識して整備された施設はなく、

コンサートや演劇などを開催す

る場合には会場に照明や音響設

備を臨時的に設置していました。

「ふれあい倉庫」内のカルチャー

ホールには、舞台専用の照明や音

響設備を設け、約150の観客席ス

ペースを確保しているため、質の

高い舞台芸術をはじめ文化的な

催しの開催ができます。

　また、多目的ホールは倉庫の歴

史を感じることができるれんが

壁ですので、使用する方のアイデ

アを活かして絵画や書道、各種作

品などの展示会ができます。

　控室には、音楽活動の幅を広げ

てもらうために、ドラムやピアノ

を備えています。仲間同士の演

奏やピアノのレッスンなど、気軽

に使用することができます。
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　当別で作られた旬の野菜や、季

節の花、米、加工品などの地場産

品販売コーナーを設置して、町内

外に当別産品を広くPRしていき

ます。

　運営は、商業者、農業者、関連

団体が連携を取って進めること

を検討しています。より多くの

皆さんに利用していただくこと

で、生産者と消費者の交流の場と

して魅力と賑わいあふれる、元気

な施設にして行きます。
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【詳細は役場商工課へ】　

　ふれあいホール内には休憩ス

ペースもありますので、コーヒー

を飲みながら列車の時間待ちや

交流の場としても利用できます。

　パン工房は、レクサンド市との

姉妹都市交流２０周年を記念して

レクサンド式パン焼き窯が設置

されています。３月２５日（日）か

らは、レクサンド市から２名のパ

ン焼き職人が来町し、町民にパン

の焼き方を伝授します。今後、多

くの町民の皆さんにこの窯を利

用して、パン焼き体験を行っても

らい、異国の

食文化に触れ

ていただきた

いと考えてい

ます。

�����

　駅前に立地する利点を活かし

て、町民の皆さんや当別を訪れた

方が「ふれあい倉庫」に集うこと

でお店の情報やイベント、観光な

ど町の情報が得られる場にして

いきます。また、ホームページ

で、ふれあい倉庫の情報も発信し

ていきます。
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「「ふれあい倉庫ふれあい倉庫」
当別赤れんが６号
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　役場商工課（�２３－３１２９）
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　4月30日（月）までをふれあい倉庫

「施設公開期間」として、団体や

サークルなどの皆さんが、施設の設

備や備品などを確認したり実際に

使用できる期間としますので、是非

ご利用ください。

　この期間は、一般の見学も自由に

行うことができますので、皆さんも

是非足を運んでください。
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　6月には地場産品コーナーの展示

販売などを本格的にスタートさせ、

ふれあい倉庫全館がオープンしま

す。

　この倉庫では今年の夏至祭にあ

わせて、レクサンド市との姉妹都市

交流20周年記念にちなんだイベン

トの開催も予定しています。
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町内でイベント主催を行っている、
ふるさとシンフォニー当別の代表
高橋千枝子さんにお話を聴きました
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　当別消防署で搬送した人の���

����でした。救急車が出動し

ている場合は、石狩北部地区消防事

務組合内（当別消防署以外の消防

署）から要請することになり、到着

するまでに最低でも１５分～20分は

かかり、1分1秒でも早い手当を必要

とする重症者のもとへ救急車の到

着が遅れてしまうことが心配され

ます。救急車の適正な利用にご理

解とご協力をお願いします。
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・救急医療情報案内センター

　（�0120－20－8699）

・当別消防署（�23－2537）

・北海道救急医療・広域災害

　情報システム

　http://www.qq.pref.hokkaido.jp
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・小児救急電話相談

　看護師によるアドバイス

　平日（月～金曜）19時～23時

　�♯8000（プッシュ回線）

　�011－232－1599（ダイヤル　

回線・携帯電話・ＰＨＳから）

・意識が無い

・呼吸が困難である

・骨折して動けない

・痙攣が続いている

・広範囲にわたってやけどした

・大量出血した

・激しい胸痛、頭痛、腹痛など
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　平成18年の救急出動のうち、救

急隊が到着するまでに心肺蘇生法

（心臓マッサージ・人工呼吸）を

行っていた件数は、わずかに3件

でした。救急車が到着するまでの

時間は、全国平均で6分ですが、当

別町は面積が広いので、それ以上

の時間がかかる箇所もあります。

　心臓が止まってしまったときに

救急車が来るまで手をこまねいて

見ていたら命を救うことができま

せん。救急車が到着するまでに心

肺蘇生法を実施することで救命率

を上げることができます。

100
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25

0

30秒 1分 2 3 5 10 15
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　当別消防署では、ＡＥＤ（自動

体外式除細動器）を用いた心肺蘇

生法や止血法などを習得できる普

通救命講習を実施しています。

　いざというときに適切な救命手

当ができるように救命講習を受講

しませんか。各団体などグループ

で申し込む場合は、受講希望日に

実施することもできます。

���　毎月第4日曜日13時～16時

���　当別消防署

���　当別消防署救急救助課救急係

　　　　（�23－2537）

②
呼
吸
停
止

①
心
臓
停
止
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���　入院を必要としない
���　入院を要するもので重症
　　　　に至らない
���　3週間以上の入院を要する
���　初診時に死亡を確認した
　　　　もの
���　ヘリ搬送したものなど

� ����������

救急と消防
当別町の当別町の

fire se
rvice em aergency services
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　平成18年の町の救急出動件数は

880件、搬送した人は829人に上り

過去最多となりました。

　救急出動件数は著しい上昇傾向に

あり、人口割では町民22人に１人が

救急車を呼んだことになります。

（Ｈ18）
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（カーラーの救命曲線）
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　住宅火災での死傷者を減少させ

ることを目的に消防法が改正さ

れ、一般住宅に「住宅用火災警報

器」の設置が義務付けられること

になりました。

　新築住宅は平成18年6月1日から

義務付けられていますが、既存住

宅は、平成20年5月31日までに設

置し、家庭での防火対策をお願い

します。以下の場所には警報器の

設置が必要です。

　　　　就寝中は最も逃げ遅れる
　　　　確立が高いため

　　　　逃げ道をふさがれてし　
　　　　まわないために
　　　　（2階に就寝する人がいな
　　　　ければ不要）

　　　　うっかり火災などが発生
　　　　しやすいため

①寝たばこは、絶対にしない。

②ストーブの周りには、燃えやす

　いものを置かない。

③調理中にガスコンロから離れる

　ときは、必ず火を消す。

④逃げ遅れを防ぐために、住宅用

　火災警報器を設置する。

⑤寝具、衣類、カーテンなどは、　

　できるだけ防炎物品を使う。

⑥火災を小さいうちに消すため　

　に、消火器などを設置する。
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　私たち救急隊は、いざという時

に対応できるように、できるだけ

多くの町民の方に救命講習を受け

ていただきたいと考えています。

　これからの高齢化社会へ向けて

町内会など、地域で連携して救命

体制を作っていくことが命を救う

ためには必要になってきます。

　町内会や家族など、団体で救命講

習を受けて緊急時に備えましょう。

　消防署では、防火対策として春

と秋の火災予防運動期間中に女性

消防団員と合同で１人暮らしの高

齢者宅に防火訪問をしています。

　消火器で消すことができなかっ

たり、天井まで火が回ったらすぐ

に逃げましょう。

　外に出て、近くに住んでいる人

に火事であることを知らせてくだ

さい。

　逃げるときには、建物の中に大

切な物があっても決して戻らない

でください。
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3件たばこ

各1件
火遊び・コンロ・排気
管・放火の疑い・スプ
レー缶のガス漏れ

4件不明
12件合計
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　また、各種団体に対して火災予

防ＰＲ・住宅用火災警報器設置な

どの防火講習会も実施していま

す。地域に住む方々と一緒に火災

の予防ができるように取り組んで

行きたいと考えています。行きたいと考えています。
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（　（��23－2537）23－2537）

（Ｈ18）
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　寒さが緩むと屋根からの落雪

が起こりやすくなります。基本

的なことでも、一人一人の注意が

事故防止につながります。子供、

お年寄りにも呼びかけましょう。

・屋根からの落雪、落氷危険箇所

　の確認。

・落雪危険箇所、排水路、河川な

　ど増水危険箇所へ近づかない。

・雪下ろし作業時の通行人、車両

　に注意。

・灯油タンク、ガスボンベへの落

　雪による破損防止。

　今年の2月20日まで降雪量は前

年、前々年を下回っていますが、雪

害の発生防止のためには細心の注

意を払いましょう。
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��除雪は、郊外、市街地を問
わず、降雪時に行いますが、市
街地は、住宅が密集し、道幅が
狭く玄関が近いので、交通の確
保のため、雪の積み上げや、ダ
ンプでの運搬が必要になるのに
対し、郊外地では車両交通の確
保に、車道の雪を掻き分ける作
業だけを行い、排雪は実施して
いません。
　また、郊外は高速走行での除
雪が可能であるのに対し、市街
地は交差点や信号などが多く、
低速走行での除雪となり、効率
が悪いため、市街では郊外の1.5
倍の費用が必要となります。

　冬の暮らしを快適にして、住み
よいまちづくりのためには、皆さ
んの一層の協力が必要です。
��
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　道路幅員が狭くなり、交通障害を引

き起こします�

��������	


�除雪作業の妨げ、交通事故の原因に

なります。路上への車両放置は絶対に

やめてください。
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　冬期間に視界狭まる場所での飛び

出し事故、路面状況が悪い際の転倒

によるケガに注意してください。
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��排雪は、除雪と比べて、使
う機械の種類、作業員の人数も
増える事から、除雪より倍近い
費用がかかります。
　さらに、排雪後の雪堆積場の
管理費や、春先の雪割り経費も
かかります。
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��排雪は、道路の雪の排雪を行
うものです。各家庭からの屋根や
庭、駐車場から雪を出されると排
雪量は増え、費用も増大しますの
で、宅地内の雪は自分で処理して
ください。
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��排雪とは、ダンプで運搬する
事だけではなく、車道・歩道幅を確
保するために、道路の横や空き地
にロータリー車などで雪を積み上
げる作業も含まれます。
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�
（平成18年度は2/20現在）
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��年度、町では除排雪の住民説
明会を11回開催しましたが、実際
の出席者は対象地区住民の10％程
度でした。
　町で行なう道路除排雪作業に対
しては、町民の皆様よりご意見、ご
要望が寄せられています。その中
で多く出た質問、疑問に対してお
答えします。
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（2月17・18日）���������	
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　今年で２５回目を迎えた当別の冬の風物詩「あそ雪の広

場」が阿蘇公園を会場に開催されました。

　２日間で当別の冬を楽しんでもらおうと、たくさんの

イベントやゲームが催され、中でも１等５万円の商品券

を競った町民雪中玉入れは、町内会や職場などで結成し

た16チームが参加し、白熱したゲームを展開。

　決勝は、再試合の末当別消防署Ｂチームが勝利を収め、

商品券を手にしました。目玉の花火大会では、夜空に700

発のきれいな花火が打ちあがり、来場者から歓声が聞こ

えました。

　飲食コーナーでは、体が温まる食べ物のほかに、豚肉の

無料提供や当別産の米で作った日本酒の試飲会も行われ、

来場者を満足させました。

　２日間とも天候に恵まれ、会場にはたくさんの親子連

れなど約１万人が足を運び、滑り台で遊ぶ子供たちから

は、大きなはしゃぎ声が聞こえました。

　雪像コンクールは、小学校や家族、職場などから　　

チームがエントリーし、大きさや形を競いました。結果

は、以下のとおりです。
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　当別森林ボランティア シラカンバの会の主催で、雪

のブロックをドーム状に積み上げて造る北方民族の住

居「イグルー」と、深い雪の上を歩くときに用いられ

た日本伝統の履き物「かんじき」の体験イベントが防

災センター（旧中小屋中学校）で行なわれました。

　イグルー造りでは、子どもたちが自分の体以上の大

きさのブロックを、4～5人がかりで積み上げる場面も

ありました。完成後は中小屋の自然にイグルーが溶け

込み、一瞬、北方圏の国を思わせる風景になりました。

　翌日には自分たちで作ったかんじきを実際に履いて

の雪山散策が行なわれ、伝統文化を新しい遊びとして

楽しむ知恵を学びました。

���������	��������	


������� （2月10～11日）

��������

����

　新篠津・当別の両商工会では、協力して新篠津村のキ

ムチ、田舎みそ、アロニアゼリー、当別のいもだんご

汁、ジンギスカン、チーズウインナー、をセットにして

「石狩平野の味自慢」として売り出そうと企画してい

ます。今回は、町民の方にも地場産品の美味しさを理

解してもらい、どんどんＰＲしてもらおうと田西会館

を会場に試食会を開催しました。

　試食した人たちからは「味も良いし、セットになると

買いやすい」という声が聞かれ、評判も上々です。現在

は試験期間で、アンケート結果などを踏まえて4月1日

から販売を開始する予定です。

　町商工会、当別移住促進協議会の主催で「住みたくな

る町当別　もっと知ろう　語ろう　伝えよう」をテー

マに「21世紀鮎田塾」を開催。　

　当別を開拓した岩出山藩出身の鮎田 如牛 が開設した
じょぎゅう

鮎田塾の現代版として行なわれた本講座で、初回には

フリーアナウンサーの橋本登代子さんを招き、発声練

習や自己紹介の仕方、上手なコミュニケーションの取

り方を学びました。

　全３回の日程で、四季の美しさ、当別の伝説など、参

加者が町の新しい魅力を発見することを狙いとした

テーマで講座が催されました。

��������	
������

（2月14・21・28日）
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（2月20）



�������������������������

��������	��

����総合体育館で行ないます。

・北海道知事、北海道議会議員選挙

　４月８日（日）　２１時１５分～

・当別町議会議員選挙

　４月２２日（日）　２１時１５分～

���　町選挙管理委員会事務局（�２３－３４９９）
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　　日時　4月２日(月)　14時

��������	
���　

　　日時　4月１１日(水)　14時

　※①、②ともに役場第２庁舎が会場です。

　　出席者は1候補につき3名以内とします。
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　　日時　4月１２日(木)　13時３０分　

　　会場　当別町機械センター (樺戸町)

�����～必ず入場券で確認してください～
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����　有権者１人ずつに郵送します。有権者

の氏名や投票場所が記載されています。投票時に

忘れずにご持参ください。投票日の２日前までに

入場券が届いていない場合は、お問い合わせくださ

い。

������　選挙日に仕事などのため投票でき

ない方は、選挙期日前であっても、投票日と同じく

投票用紙を直接投票箱に入れ投票することができ

ます。

��������	
���（知事・道議選のみ）

　道内で住所を移した方が、転居前の市区町村で�

������の投票をする場合には、役場、市役所

で発行する、北海道の区域内に引き続き住所を有す

る証明書の提示が必要です。

（※　住民生活課戸籍住民係で交付）

�����　候補者の政治姿勢や政治信条などを

記載しています。町内会の協力で全戸配布します

が、役場庁舎と太美出張所にも備えます。

(無投票の場合は、配布しません)
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　「当別町コミュニティバス」をもっと身近に感じ

てもらい、多くの方に利用して頂きたいのはもち

ろん、利用頻度があまり多くな

い方にも、コミバスの運行を「応

援」してもらえたら・・との願

いを込めて、 名称を「応援券」

として発売します。

　利用方法などは、従来の「定期

券」と変わりません。
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　今年度から「試験」運行を始めたコミバスですが、

バスの需要を把握する事はもちろん、より多くの

方にバスを利用して頂き、その良さを分かっても

らおうという目的で、お求めやすい金額での定期

券を販売してきました。 

　今年4月からは、「利用者の定着」と「継続できる

バス運行」を目指し、より良い 運行形態とするた

め、応援券（定期券）の金額と種類を見直します。

　これからも、皆様の「当別町コミュニティバス」

へのご理解とご協力を、よろしくお願いします。
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　当別町コミバス運行事業者連絡会議　事務局

　（「役場企画課内」・�23－3042）
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※平成19年度応援券の最大有効期限は平成20年3月31日です。

※無記名の券で乗車時には運賃を徴収する場合があります。 

　購入後には必ず使用者の記名をお願いします。
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　郵便物の営業時間外窓口(ゆうゆう窓口)の取扱いは

2月26日で開設を終了しました。

　当別郵便局と太美郵便局に配達や集荷を専門に行

う、配達センターを設け、不在で受取りできなかった

郵便物は、翌日以降、配達にお伺いします。

　また、事前連絡があれば、平日の9時から17時の窓

口営業時間内に今までどおり受け取りできます。

　ゆうパックは、連絡があれば、配達センターから集

荷に伺います。また、「ゆうパック取扱所」もご利用

いただけます。

�����当別郵便局（�２３－１２２１）

　　　　　太美郵便局（�２６－２０５０）
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　石狩川水系石狩川下流河川整備計画（原案）の縦覧、

説明会および公聴会を開催します。

��������	役場維持管理課（3Ｆ）

石狩川開発建設部ホームページ　http://www.is.hkd.mlit.go.jp/

����3月9日（金）～4月5日（木）

��������3月15日（木）　18時30分

�������　石狩市総合保健福祉センター

　　　　　　　　　（石狩市花川北6条1丁目41番地1）

��������4月18日（水）　18時30分

�������　札幌コンベンションセンター

　　　　　　　　　（札幌市白石区東札幌6条1丁目）

����　札幌河川事務所（�011－581－3207）
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　国保は、受診者が高額な医療費を負担しないで済む

ように加入者全員で助け合う制度で、加入している人

は国民健康保険税を納めなければなりません。

　国民健康保険税は、国保が負担する医療費や国保加

入者の健康づくりに必要な事業の大切な財源となって

います。

◇3月は、平成18年度最後の納期、第9期目です。

◇納め忘れや口座振替を行っている預金に残高不足が

生じないようにお願いします。

◇また、納税が困難な場合は納税課納税係で納税相談

を行っています。

　納税相談が無いまま未納にしていた場合は、保険証

の有効期限が３ヶ月の短期被保険者証の交付や保険給

付が受けられない資格証明書が交付されることになり

ますので、納税が困難な方は相談してください。
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　住民生活課国保年金係（�23－2467）
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　納税課納税係 (�23－2341）
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��������　
　3月5日（月）・26日（月）
　役場1階 住民生活課国保年金係
��������	
��札幌北社会保険事務所）
　3月20日（火）10時～15時　商工会館 
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・税の配分を「国は低く、地方に高く」するため、所得税（国税）を
減らし、その分を住民税（地方税）に上乗せするからです。（これ
を「税源移譲」と言います。）
・景気対策で実施していた定率減税が廃止になるからです。
������

・年金受給者と給与所得者所得税（源泉徴収分）は1月から減額に
なっています。住民税は6月から増額になります。
・事業所得者の所得税は平成19年分（20年2～3月確定申告分）から
減額になります。住民税は6月から増額になります。詳しい内容は
広報11・12月号に掲載しています。

����　税務課税務係（�２３－２３３２）

���������	


�

�

�

�

���������	
��

　今月は１８年度会計の最終月（閉鎖月）です。

今一度、町税・国保税に納め忘れが無いか確

認してください。ほとんどの方が町税・国保

税を完納している反面、滞納者が増加傾向に

あります。納税に対する意識に欠け、正当な

理由がなく納税に応じない滞納者に対して

は、預貯金や給与の差し押えを執行します。

　ただし、失業や病気などの事情で納期内に

納められない方や完納が難しい場合には、納

税課納税係までご相談ください。

��������	
　

　毎月第2・第4木曜日　

 　１９時３０分まで

����　

　納税課納税係

　（�23－2341）

　広報2月号でお知らせしました確定申告の日程で、予備日

を記載していませんでしたので、お知らせします。

����　3月13日～15日　���　役場大会議室

������

��私は現在、厚生年金に加入中で、６５歳まで勤める
と４５年間の加入です。老齢基礎年金は、４０年加入する
と７９万２１００円が支払われると聞きましたが、４０年を超
えると支給額はいくらでしょうか。
��老齢基礎年金の額は、満額で79万2,100円（平成18年
度年金額）です。第1号被保険者の国民年金の加入期間
は、原則として20歳から60歳までの40年間が限度です
が、厚生年金の被保険者は、70歳に達するまで加入で
き、60歳以降の加入期間も国民年金の被保険者（第2号被
保険者）です。（65歳以上は老齢給付の受給要件を満た
していない場合に限る）そのため、国民年金加入期間
が40年以上になる場合がありますが、その場合でも老
齢基礎年金の額は79万2,100円です。なお、60歳以降の
厚生年金の加入期間や、20歳前の期間は、65歳から支
給される老齢厚生年金額計算の際に経過的加算を行な
うことにより年金額を上積みしています。
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���　パソコンを使える方

��　（エクセル・ワード）

���　日額6,000円

�����　月～金曜日　

　８時４５分～17時１５分　

���　4月1日～平成20年3月31日
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���　ホームヘルパー養成講座

２級課程以上を終了した方。

���　時給９２０円～

�����　週２０時間未満

���　４月１日～平成２０年３月３１日
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���　正看護師免許・准看護師免許

���　月額1７1,000円

�����　月～金曜日　

　８時３０分～17時　

���　４月１日～平成２０年３月３１日

��������	
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���　ホームヘルパー養成講座

　２級課程以上を終了した方。

���　日額6,100円

�����　月～金曜日　

　８時３０分～17時（月10日程度）

���　４月１日～平成20年3月31日
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���　調理経験豊富な方

���　日額5,100円

�����　月～金曜日　

８時３０分～15時３０分　月１０日程度

���　４月１日～平成20年3月31日
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���　保育士又は幼稚園教諭

���　日額6,300円　

�����　月～金曜日　

　8時45分～17時15分

���　

　①4月1日～9月30日

　②(週３回勤務)

　　4月1日～平成20年３月31日

������　

当別町社会福祉協議会

（「ゆとろ」内・�22－ 2301）

����　3月12日（月）

�����

　履歴書・資格証明書（コピー）
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�����　

満６０歳までの保健師の資格を有する方

�����　1名

���　4月１日から11月３０日まで

8時45分～17時15分　週29時間以内

����　ゆとろ（西町）

���　健康相談・家庭訪問など

���　月1６2,200円

�����　履歴書・資格免許書

の写し・本人の住民票

���　3月20日（火）

������　

　福祉課保健サービス係

　（「ゆとろ」・�23－2346）
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�����　２名

���　（２年間）

　４月１日～平成21年3月31日

���　廃棄物の減量やリサイク

ルの推進など町の廃棄物処理を総

合的に進めるための審議や検討

�����　３月16日（金）

�����　役場環境対策課・太

美出張所に備え付けの応募用紙に

必要事項を明記の上、提出してく

ださい。

���　環境対策係（�２３－２５０３）
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　町では豊かな自然環境に恵まれ、

都会の生活では味わえない様々な暮

らし方を楽しむことができるように

平成１５年１２月に「当別町優良田園住

宅の建設の促進に関する基本方針」

を策定しました。

　基本方針策定以降、計画区域に住

宅が建設されてきておりますが、金

沢地区に土地を求める方の要望が多

くなり、新たに促進区域を追加する

ために基本方針の一部を変更しまし

たのでお知らせいたします。

�������　

　美しいまちづくり課（�２３－３０７３）
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　（住民環境部）
▼住民生活課参事　出口秀男
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　読んで楽しかった本を紹介しあ

いませんか？

　本を楽しみたい方は直接会場へ

お越しください。

���　３月１９日（月）

　　　　19時～20時３０分

���　ゆとろ　

���　ルピナス'９６

���　教育委員会

����　植田（�２２－１２３６）

　　津崎（Faxのみ22－4003）

��������	
��
��������

��

　納税者は、自分の資産の課税台

帳を閲覧できるほか、縦覧帳簿に

より、その価格が適正かどうか、

ほかと比較することができます。

���　固定資産税の納税者また

は代理人（課税台帳は所有者本人

または代理人が閲覧できます。）

������　

 印鑑。代理人は委任状も必要。

�����　

　４月１日から７月２日まで

（土・日曜、祝日は除く。）

���　８時４５分～１７時１５分

��������　

　税務課資産税係（�２３－２３３３）

��������
���������	
���

�� ��

　「高年齢者等の雇用の安定等に

関する法律」により65歳未満の定

年を定めている事業主は

①定年の引上げ

②継続雇用制度の導入

③定年の定めの廃止

以上のいずれかにより、平成19年

度からは、少なくとも63歳までの

雇用確保措置を

実施することが

義務付けられて

います。

���

札幌北公共職業安定所

（�０１１－７４３－8609）

北海道労働局職業安定部職業対策課

（�011－709－2311　内線3683）

��������
��������	
�

�� ��

　町では「美しいまちづくり」推

進のため、住民の自主的な活動を

支援する補助金を交付します。

�����

①町管理の公共用地で行う事業　町

管理道路、河川敷地内の並木・森づ

くりの植栽、花壇等の設置など

②公共用地以外で行う事業

農村景観整備のための植栽事業、

遮蔽・並木・屋敷林など

③その他の美しいまちづくりの推

進に寄与すると認められる事業

▼���　上限30万円（事業費の2/1以内）

�������　２年

����　美しいまちづくり課備

え付けの申請書に所定の事項を記

載し、4月２０日（金）までに提出

�������　

　美しいまちづくり課（�２３－３０７３）

��������	
��

　4月から、燃えないごみの収集

が月2回から月1回に変わります。

ごみを出す前に、今一度ごみカレ

ンダーを確認ください。
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��������

�� ��

　町教委では、本町開拓以後の歴

史の調査・伝承に協力してくださ

るボランティアの方を募集しま

す。専門的な知識や経験は問いま

せん。当別の歴史に関するボラン

ティア活動を通じて、皆様も新し

い自分を再発見してみませんか。

�����町民の方

�����　　

　調査活動の実施・学習会の開催

�����　

　電話またはＦＡＸで申し込み

���　3月30日（金）まで

������　町教委社会教育課

（「総 合 体 育 館」内・�22－　

3834/FAX22－3832）

��������	

��������	
��

�� ������

　新しく印鑑登録または登録印鑑

の変更をするときは、次のものを

持参してください。

1.登録する印鑑

2.廃止する印鑑

（登録印鑑を変更する方）

3.申請者自身を証明する書類

　官公署が発行した写真付きの免

許証、旅券、許可証等の場合はい

ずれか１つ。

　上記以外の場合は、健康保険

証、介護保険証、年金証書、預金

通帳、医療受給者証、写真付学生

証等、いずれか２つ。

なお代理で申請する場合には別に

委任状が必要となります。

����　戸籍住民係（�２３－２４６３）

　

　両館は、スポーツ・文化活動な

ど長年にわたり町民に幅広く活用

されてきましたが、老朽化に伴う

施設の再編成を行うため、４月１日

より貸館業務が廃止になります。

　貸館業務廃止後は、白樺コミュ

ニティーセンター・世紀分館・西

当別コミュニティーセンターのご

利用をお願いします。

　なお、公民館図書室は７月より

青少年センターへ移動します。ま

た、青少年会館のプレイハウスは

現状どおり行います。

����　町教委社会教育課

（「総合体育館」内・�２２－３８３４）

�������
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　当別を代表するYOSAKOIチー

ムとして、広く町内外から、踊り

子・旗振り・掛け声を募集します。

 　年齢・性別は問いませんので、

やる気と元気のある方は気軽にご

連絡ください。

�����　3月8日（木）19時

　商工会館2階

����　商工会（�23－2447）　

　同会代表 小川（� 26－3998）

���������	

������������

���　北海道医療大学

　　　　谷中輝雄　教授

���　ゆとろ

���　3月12日（月）10時

����　300円

����　ＮＰＯ法人まちの森事

務局（�22－2685）

��������	
�������
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���������������	
��相談は無料です。

�������町の顧問弁護士が相談に応じます。
��  3����������������������������
��  事前に福祉係（�23－3019）まで。

�����　介護や高齢者虐待に関する相談に電話や面接で応じます。
�� 月～金曜日 8時45分～17時15分  ��　地域包括支援センター（�２５－５１５２）

�������（毎月第2・４木曜日)〔２４時間受付   090－2070－5082〕
�� ������������	
��	� ���町社会福祉協議会（�22－2301）

　23線のバス停は、地域の方がボ

ランティアで除雪をしています。

これは、自分たちが利用する場所

を自分たちで支えようとする取

り組みです。町づくりには、この

ような地域コミュニティが欠か

せません。活動の輪を広げて行

きましょう。

�������������

��������	
��

▼全久寺婦人会寒修行者一同から

　２０万円

▼島田スエさんから１０万円

▼荒谷ルリさんから５万円

▼金田義雄さんから５万円

▼湯浅愛子さんから３万円

▼古谷フミさんから３万円

▼國見賢市さんから３万円

▼栄木征子さんから雑巾１５０枚

▼松木久仁さんから手編みの靴下

　カバー３５足

��������	
��

�匿名希望から１０万円

▼下段寿之さんから50万円

　今年で45回目を迎える町民ス

キー大会が石狩平原スキー場を

舞台に開催。町内や近隣の市町

村から約80人が参加しました。　

　カラフルなレーシングスーツ

に身を包んだ選手たちは、果敢な

滑りでコンマ1秒を競い合いまし

た。（1月27日）

��������	
���

①見通しの悪い交差点は必ず一時
　停止と安全確認
②ブラックアイスバーン箇所が多
　く追突、横滑りに注意。減速し
　て走行しましょう。
③横断中の歩行者には十分注意

�������������

－6126� �

000�����

－11209�����

�������������

�������������

��������	

��������	
�������

　町の交通安全指導員として街頭

指導や小・中学校、高齢者交通安

全教室などで交通安全の啓発活動

に取り組み、交通事故防止に力を

注いできたことが認められまし

た。
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町政功労者逝去

No.341
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日（日） 第24回夏至祭
Jun.17.2007 .Sun

レクサンド市姉妹都市提携
20周年記念事業
記念式典・フォーラム・スポーツイベント・訪問団との交流

Midsommar i TobetsuMidsommar i Tobetsu

広　告



��������	��

�������������

必要Ｃ ６日 火　13：0０～15：３０　ゆとろ���������	
���������

対象者へ
個別通知

  5日 月　ゆとろ
受付１３：００～１４：００

����������	


  9日 金　ゆとろ
受付１３：００～１４：００

���������	


必要４０歳以上の方
右記町内医療機関にて受診������

�
�
�
�
�
�
�
�
��
��
��
�

必要
保健師や栄養士が相談に応じます。
22日 木 9：３０～１１：３０　西コミ
28日 水 9：３０～１１：３０　ゆとろ

����

必要
健康チェック日　　13日火
健康プラン相談会　16日金
９：３０～１１：３０　総合体育館

��������

必要
脳卒中、神経難病などにより、
体や言葉に不自由さがある方
  7日 水　１０：３０～１４：３０　ゆとろ

������

必要
外出機会の少ない高齢者対象
29日 木　１０：００～１３：００　ゆとろ

���

必要
外出機会の少ない高齢者対象
15日 木　１０：３０～１４：３０　西コミ

�������

必要
1・2日 木・金　７：５５～８：１０　ゆとろ
   2日 金　１０：００～１5：００　ゆとろ

������

�������

�個別接種は下記医療機関にて接種ください。
�持ち物　母子健康手帳。
�事前に予防接種ガイドブックを読みましょう。

������福祉課保健サービス係（「ゆとろ」内・�２３－２３４６） 

�����������

生後６カ月
未満

5日月　ゆとろ
１４：００～１４：３０

ＢＣＧ

� � � � � �

������

場所時間日にち内　容場所時間日にち内　容
ゆとろ13：00～  11日（水）ポリオ予防接種  ゆとろ13：00～2日(月)4か月・10か月児健診

西コミ13：00～  12日（木）ポリオ予防接種ゆとろ14：00～2日(月)ＢＣＧ予防接種

ゆとろ13：00～  13日（金）1才8か月・3才児健診ゆとろ  7：55～10日（火）女性がん検診
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���������������

��������
��������	


����������

��������
�������

���������

������������

� � � � 予防接種実施

�����

�������　心の悩みについて専門医が相談
　　　　　　　  　23日金　１３：30～１６：００　江別保健所
��������  江別保健所（�０１１－３８３－２１１１）
　

� � �　　　お酒で悩んでいる方とその家族
　　　　　　　  毎月第１・第３月曜日　
　　　　　　　  １８：００～２１：００　ゆとろ
���������日中は江別保健所（�０１１－３８３－２１１１）
　　　　　　　  夜間は工藤（�２２－２５１０）
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　１９年度のがん検診の日程が決まりました。胃・肺・

大腸のがん検診は１年に１回、子宮・乳は２年に１回

の受診となります。

　骨粗しょう症検診は、下記の検診センターのみで

の実施となります。

�����

��������	
������

��������

�����　午前　7：55～8：10

��������	
����

�����　平成２０年３月末日まで

�����　8時30分～11時　13時～14時

　　　　　　（胃がん検診は午前中のみ）

�����　北海道対がん協会札幌検診センター　

　　　　　　（札幌市東区北２６東１４）

��������

��������　

　福祉課保健サービス係　（「ゆとろ」内・�23－2346）

�����������

35歳以上胃バリウム撮影胃がん検診
40歳以上

必要者
肺のレントゲン撮影
（たん検査）

肺がん検診

40歳以上便の潜血検査大腸がん検診

20歳以上
必要者

頚部細胞診
（体部）

子宮がん検診

40歳以上
マンモグラフィーと
視触診

乳がん検診

30～59歳腕のレントゲン検査骨粗しょう症検診

���������

4月10日（火）　6月6日（水）
7月12日（木）　12月5日（水）
平成20年
3月4日（火）　3月5日（水）

ゆとろ

5月10日（木）　7月13日（金）
11月1日（木）

西当別
コミセン

ボランティアの 窓
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�����������2月1日現在�
                             （　）は前月との比較

������人��������

���������������

������������

�������������

　この協議会は、商工会女性部、Ｊ

Ａ女性部、実践グループ、当別音頭

を守る会の４つの団体で構成してい

ます。

　毎年２月の末に開催している「女

性のつどい」では、町内から約200人

が参加し、社会に関わることをテー

マに講演会を開催し、勉強しながら

交流を深めています。

　石狩管内の協議会では、日常生活

の中で無駄なことを省くために自分

たちができることを取り組もうと、

買い物時のレジ袋を使わない運動や

集まりなどでマイコップ・マイ箸の

使用を呼びかけています。

　このような取り組みを町内にも広

げて行きたいと考えています。

　「当別は農業の町」と言っても、ど

んな作物を作っているか知らない人

が多いと思います。実践グループで

は、農家と消費者とが協力し合って

当別で収穫された農作物を使って味

噌、しそジュースなどの加工品を作

り、当別の農業をＰＲしています。

　２年前からは、ボランティアで希

望者に対して味噌や豆腐づくりの講

習会も開催しています。

　今年は、当別小学校5年生を対象

に豆腐作りの講習会を開催したので

すが「こんなに簡単にできるんだ」

ととても驚いていました。

　地域のみんなで声を掛け合いなが

ら、これらの取り組みを広げること

ができればと思います。

　最近は、会議などで女性が発言す

る機会が増えてきましたね。

　私も、会長を務めるようになって

から協働の指針策定検討委員会や社

会福祉協議会などの会議に出席し、

発言することが多くなりましたが、

行政の仕組みなどを知ることがで

き、とても勉強になっています。

　これからは、多くの女性が地域社

会に関わりを持ち、まちづくりに参

加していかなければならないと思い

ます。
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　約700発もの打ち上げ花火が来場者を楽

しませた今年のあそ雪の広場。

　会場は、身が引き締まるほどの寒さで

したが、澄みきった夜空に色鮮やかな花

火が打ち上げられました。このイベント

が終わると、春が待ち遠しくなります。


